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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開番号】特開2014-207105(P2014-207105A)
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【年通号数】公開・登録公報2014-060
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【国際特許分類】
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   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
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   Ｈ０５Ｂ   33/08     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/22     　　　Ｚ
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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月2日(2016.2.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに離間して配置された複数の発光領域を含むサブ画素を複数有する画素を備え、
　各サブ画素は、
　単一の第１の電極と、
　前記第１の電極の積層方向に設けられた単一の第２の電極と、
　各発光領域において、前記第１の電極と前記第２の電極との間に挿設された発光層と
　を有する
　表示装置。
【請求項２】
　各サブ画素は、前記第１の電極の上に、前記発光領域に開口部を有する第１の絶縁層を
有し、
　少なくとも前記開口部の底部に、前記第１の電極、前記発光層、および前記第２の電極
が順次積層されている
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　各サブ画素は、そのサブ画素の領域全体を覆うように形成され、前記第１の絶縁層の屈
折率と異なる屈折率の第２の絶縁層を有し、
　前記第２の絶縁層の屈折率ｎ１と、前記第１の絶縁層の屈折率ｎ２とが、次の式（１）
，（２）を満たす
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　請求項２に記載の表示装置。
　１．１≦ｎ１≦１．８　・・・（１）
　ｎ１－ｎ２≧０．２０　・・・（２）
【請求項４】
　前記第１の絶縁層の前記開口部は、前記発光領域において、切頭円錐形をなし、
　前記第１の絶縁層の高さＨと、前記開口部の底部における開口直径Ｒ１と、前記第１の
絶縁層の上端における開口直径Ｒ２とが、次の式（３），（４）を満たす
　請求項２に記載の表示装置。
　０．５≦Ｒ１／Ｒ２≦０．８　・・・（３）
　０．５≦Ｈ／Ｒ１≦２．０　・・・（４）
【請求項５】
　各発光領域の形状は、円形または楕円形である
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
　各サブ画素は、長軸方向が互いに異なる２つの楕円形の発光領域を含んでいる
　請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　各サブ画素は、３つ以上の前記発光領域を含み、
　一のサブ画素に属する全てまたは一部の発光領域は、その全てまたは一部の発光領域の
うちの３つの発光領域が互いに隣り合うように配置されている
　請求項５または請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１の電極の形状は六角形である
　請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記第１の電極の６つの辺のうちの対向する１組の辺は、互いに同じ長さであり、
　前記１組の辺の他の４つの辺は、互いに同じ長さであり、
　前記１組の辺は、前記他の４つの辺よりも長い
　請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　第１の方向に延伸する信号線をさらに備え、
　前記１組の辺は、前記第１の方向と交差する第２の方向に延伸する
　請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記画素は、４つのサブ画素を有し、
　前記４つのサブ画素における４つの第１の電極は、その４つの第１の電極のうちの３つ
の第１の電極が互いに隣り合うように配置されている
　請求項８から請求項１０のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１２】
　一のサブ画素に属する全ての発光領域は、その全ての発光領域のうちの３つの発光領域
が互いに隣り合うように配置され、
　前記第１の電極の形状は、前記一のサブ画素における発光領域の配置に対応する多角形
である
　請求項７に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記画素は、３つまたは４つのサブ画素を有する
　請求項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記複数の発光領域の形状は四角形である
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の表示装置。
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【請求項１５】
　前記発光領域の形状は長方形であり、
　各サブ画素は、向きが互いに異なる２つの発光領域を含んでいる
　請求項１４に記載の表示装置。
【請求項１６】
　複数の前記画素を備え、
　前記発光領域の形状は長方形であり、
　一の画素における発光領域の向きは、前記一の画素と隣り合う画素における発光領域の
向きと互いに異なる
　請求項１４に記載の表示装置。
【請求項１７】
　複数の前記画素と、
　第１の方向に延伸する信号線と
　をさらに備え、
　各サブ画素は、画素回路領域に形成される画素回路をさらに有し、
　前記画素回路領域は、前記第１の方向および前記第１の方向に交差する第２の方向に並
設されている
　請求項１から請求項１６のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１８】
　一のサブ画素における前記第２の電極は、他のサブ画素における前記第２の電極と互い
に接続されている
　請求項１から請求項１７のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１９】
　表示装置と
　前記表示装置に対して動作制御を行う制御部と
　を備え、
　互いに離間して配置された複数の発光領域を含むサブ画素を複数有する画素を備え、
　各サブ画素は、
　単一の第１の電極と、
　前記第１の電極の積層方向に設けられた単一の第２の電極と、
　各発光領域において、前記第１の電極と前記第２の電極との間に挿設された発光層と
　を有する
　電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　図３は、表示部１０の回路構成の一例を表すものである。表示部１０は、行方向に延伸
する複数の走査線ＷＳＡＬ，ＷＳＢＬ、および複数の電源線ＰＬと、列方向に延伸する複
数のデータ線ＤＴＬとを有している。走査線ＷＳＡＬ，ＷＳＢＬの一端は走査駆動部２３
に接続され、電源線ＰＬの一端は電源線駆動部２６に接続され、データ線ＤＴＬの一端は
データ線駆動部２７に接続されている。１つの画素Ｐixに属するサブ画素１１Ｒとサブ画
素１１Ｇは、同じ走査線ＷＳＡＬに接続され、１つの画素Ｐixに属するサブ画素１１Ｂと
サブ画素１１Ｗは、同じ走査線ＷＳＢＬに接続されている。また、１つの画素Ｐixに属す
るサブ画素１１Ｒとサブ画素１１Ｗは、同じデータ線ＤＴＬに接続され、１つの画素Ｐix
に属するサブ画素１１Ｇとサブ画素１１Ｂは、同じデータ線ＤＴＬに接続されている。ま
た、１つの画素Ｐixに属する４つのサブ画素１１Ｒ，１１Ｇ，１１Ｂ，１１Ｗは、同じ電
源線ＰＬに接続されている。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　絶縁層２０４の上には、絶縁層２１１が形成されている。絶縁層２１１は、例えば、ポ
リイミドやアクリル樹脂などにより構成される。絶縁層２１１の上には、アノード２１２
が形成されている。アノード２１２は、絶縁層２１１を貫通して、駆動トランジスタＤＲ
Ｔｒのソースに係るコンタクト／配線２０５と接続されている。アノード２１２は、例え
ば、ＩＴＯ／Ａｌ合金、Ａｌ合金、ＩＴＯ／Ａｇ、ＩＴＯ／Ａｇ合金などにより構成され
ている。すなわち、アノード２１２は、光を反射する性質を有することが望ましい。アノ
ード２１２および絶縁層２１１の上には、絶縁層２１３が形成されている。絶縁層２１３
は、例えば絶縁層２１１と同様の材料により構成される。この絶縁層２１３には、アノー
ド２１２が形成された領域の一部に複数の開口部ＷＩＮが設けられている。アノード２１
２および絶縁層２１３の上部には、複数の開口部ＷＩＮを覆うように、発光層２１４が形
成されている。発光層２１４は、赤色、緑色、青色、白色の光を発する有機ＥＬ層である
。具体的には、サブ画素１１Ｒに対応する領域には赤色（Ｒ）の光を発する発光層２１４
が形成され、サブ画素１１Ｇに対応する領域には緑色（Ｇ）の光を発する発光層２１４が
形成され、サブ画素１１Ｂに対応する領域には青色（Ｂ）の光を発する発光層２１４が形
成され、サブ画素１１Ｗに対応する領域には白色（Ｗ）の光を発する発光層２１４が形成
されている。絶縁層２１３および発光層２１４の上には、カソード２１５が一様に形成さ
れている。カソード２１５は、透明または半透明の電極であり、例えば、マグネシウム銀
（MgAg）や、ＩＺＯ（登録商標）により構成することができる。マグネシウム銀で構成し
た場合には、膜厚を例えば数ｎｍ程度にすることにより半透明にすることができる。ＩＺ
Ｏで構成した場合には、例えば数十ｎｍ～数千ｎｍの膜厚で形成することが望ましい。す
なわち、ＩＺＯは透明な材料であるため、所望の低いシート抵抗値を実現できるようにや
や厚く形成することができる。カソード２１５の上には、この例では絶縁層２１６が形成
されている。絶縁層２１６は、例えば窒化シリコン（ＳｉＮｘ）などにより構成される。
絶縁層２１６は、その屈折率が絶縁層２１３の屈折率と異なるような材料により構成され
るものである。具体的には、後述するように、絶縁層２１３，２１６の屈折率は、開口部
ＷＩＮを囲う絶縁層２１３の傾斜部分ＰＳにおいて、絶縁層２１６側から入射した光が反
射されるように設定される。また、この絶縁層２１６は、発光層２１４に水分が侵入し、
発光効率などの特性が変化するのを防止する機能をも有している。この絶縁層２１６は、
封止用の樹脂である絶縁層２１７を介して、カラーフィルタ２１８やブラックマトリクス
２１９が表面に形成された基板２２０と貼り合わせられている。具体的には、サブ画素１
１Ｒに対応する部分には赤色（Ｒ）のカラーフィルタ２１８が形成され、サブ画素１１Ｇ
に対応する部分には緑色（Ｇ）のカラーフィルタ２１８が形成され、サブ画素１１Ｂに対
応する部分には青色（Ｂ）のカラーフィルタ２１８が形成され、サブ画素１１Ｗに対応す
る部分には白色（Ｗ）のカラーフィルタ２１８が形成されている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　その後、表示装置１では、所定の期間（１フレーム期間）が経過したのち、発光期間Ｐ
４，Ｐ６から初期化期間Ｐ１に移行する。駆動部２０は、この一連の動作を繰り返すよう
に表示部１０を駆動する。
【手続補正５】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　図１０は、開口部ＷＩＮ付近における、光線のシミュレーション結果の一例を表すもの
である。図１０は、発光層２１４（下側）から射出した光が、表示面側（上側）に向かっ
て進む様子を示している。図１０に示したように、開口部ＷＩＮにおける発光層２１４か
らは、様々な方向に光が射出される。具体的には、発光層２１４から射出される光は、例
えば、発光層２１４の法線方向（図１０の上方向）に進み、あるいは、発光層２１４の法
線方向からずれた方向に進む。発光層２１４の法線方向からずれた方向に進む光のうちの
一部は、絶縁層２１３の傾斜部分ＰＳに入射し、そして反射する。すなわち、この傾斜部
分ＰＳでは、図８に示したように、互いに異なる屈折率を有する絶縁層２１３と絶縁層２
１６とが、発光層２１４およびカソード２１５を挟んで隣り合っているため、この屈折率
の違いにより、光が反射する。そして、この反射した光は、表示面側へ進み、表示部１０
の外部に取り出される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　このように、表示部１０では、開口部ＷＩＮを囲うように傾斜部分ＰＳを設けたので、
光の外部への取り出し効率を高めることができる。すなわち、例えば、傾斜部分ＰＳを設
けない場合には、発光層２１４の法線方向からずれた方向に射出された光は、表示部内で
弱められ、またはブラックマトリクス２１９により遮断されるおそれがある。この場合に
は、発光層２１４から射出した光のうち、表示部の外部へ取り出される光の割合が低下し
、光の取り出し効率が低下してしまう。一方、表示部１０では、傾斜部分ＰＳを設け、こ
の傾斜部分ＰＳにおいて光が反射するようにしたので、光の取り出し効率を高めることが
できる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　図２３は、各アノード３１２における開口部ＷＩＮの配置を模式的に表すものである。
各アノード３１２Ｒ，３１２Ｇ，３１２Ｂ，３１２Ｗは、図２１に示したようにそれぞれ
離間して形成されるが、この図２３では説明の便宜上、これらが隣接するように描いてい
る。この例では、アノード３１２Ｒ，３１２Ｇ，３１２Ｂ，３１２Ｗの上に、それぞれ６
つの開口部ＷＩＮが配置されている。開口部ＷＩＮは、この例では楕円形状を有するもの
である。この例では、５つの開口部ＷＩＮは、アノード３１２Ｒ，３１２Ｇ，３１２Ｂ，
３１２Ｗのそれぞれにおいて、最密充填配置により配置されている。すなわち、例えば３
つの開口部ＷＩＮが互いに隣り合うように配置されている。これらの開口部ＷＩＮの周囲
には、上記実施の形態の場合と同様に、絶縁層２１３に傾斜部分ＰＳが設けられている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００７７】
［変形例２－１］
　上記実施の形態では、各アノード３１２の領域に開口部ＷＩＮを６つ設けたが、これに
限定されるものではなく、図２４Ａ～２４Ｄに示すように、５つ以下、もしくは７つ以上
設けてもよい。例えば、図２４Ｄでは、開口部ＷＩＮを７行分設けている。このように、
開口部ＷＩＮを奇数行分設けた場合には、全ての開口部ＷＩＮを最密充填配置により配置
することができる。なお、例えば、図２４Ｂ，２４Ｃのように、開口部ＷＩＮを偶数行分
設けた場合でも、上半分の開口部ＷＩＮを最密充填配置により配置するとともに、下半分
の開口部ＷＩＮを最密充填配置により配置することができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　図３０は、各アノード４１２における開口部ＷＩＮの配置を模式的に表すものである。
各アノード４１２Ｒ，４１２Ｇ，４１２Ｂは、図２９に示したようにそれぞれ離間して形
成されるが、この図３０では説明の便宜上、これらが隣接するように描いている。この例
では、アノード４１２Ｒ，４１２Ｇ，４１２Ｂの領域において、それぞれ２つの開口部Ｗ
ＩＮが垂直方向に並設されている。開口部ＷＩＮは、この例では、長方形の角が丸まった
形状を有するものである。これらの開口部ＷＩＮの周囲には、上記実施の形態の場合と同
様に、絶縁層２１３に傾斜部分ＰＳが設けられている。
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